
 

平成 26 年 6 月 27 日 

三菱マテリアル株式会社及び日立金属株式会社の 

産業競争力強化法に基づく特定事業再編計画を認定しました 
 

経済産業省は、本日、三菱マテリアル株式会社及び日立金属株式会社から提出された産業

競争力強化法に基づく「特定事業再編計画」を認定しました。 

当該計画は、世界的に航空機エンジン市場の拡大が見込まれる中、激化するグローバル競

争を勝ち抜くために、両社が有する高い技術力や豊富な知見と強固な経営基盤を結集させ

ることにより、競争力を強化し、顧客基盤を強化・拡大することを目指しています。 

 

1．特定事業再編計画の認定 

三菱マテリアル株式会社及び日立金属株式会社から提出された「特定事業再編計画」につ

いて、産業競争力強化法第 26 条第 4 項の規定に基づき審査した結果、同法第 2 条第 12 項

に規定する特定事業再編を行うものとして、同法で定める認定要件を満たすと認められるた

め、「特定事業再編計画」の認定を行いました。 

 

今回の認定により、三菱マテリアル株式会社及び日立金属株式会社の事業再編（三菱マテ

リアル株式会社の完全子会社であるＭＭＣスーパーアロイ株式会社（平成２６年７月１日に

「日立金属ＭＭＣスーパーアロイ株式会社」に名称変更予定）への日立金属株式会社の出

資）に伴う資本金の増加の登記に係る登録免許税の軽減措置、並びに事業再編促進税制を

受けることが可能となります。 

 

2．特定事業再編計画の実施時期 

開始時期 平成 26 年 7 月 ～ 終了時期 平成 36 年 6 月 

 

3．申請者の概要 

名 称：三菱マテリアル株式会社 

資 本 金：119,457 百万円 

代 表 者：取締役社長 矢尾 宏 

本社所在地：東京都千代田区大手町一丁目３番２号 

 

名 称：日立金属株式会社 

資 本 金：26,284 百万円 

代 表 者：代表執行役 執行役社長 髙橋 秀明 

本社所在地：東京都港区芝浦１－２－１シーバンスＮ館 

 

（参考）法律・関連した支援制度の詳細は下記特設 URL をご覧ください。 

http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/index.html 

 

 
（本発表資料のお問い合わせ先） 

  製造産業局 航空機武器宇宙産業課長 飯田 

      担当者： 吉瀬、松井 

   電 話：03-3501-1511(内線 3841)／03-3501-1692（直通） 

http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/index.html


【生産性の向上】 
・特定会社（MMCスーパーアロイ）において、平成２８年度までに、1人当たりの付加
価値額を２３％向上させる。 

【経営支援】 
・認定事業者からの研究開発・技術開発の支援や技術の提供、当該事業の知見を有す
る役職員の派遣及び管理業務の支援等の支援を行う。 

 三菱マテリアル株式会社（以下「三菱マテリアル」という。）及び日立金属株式会社
（以下「日立金属」という。）は、三菱マテリアルの完全子会社であるＭＭＣスーパーア
ロイ株式会社（以下「ＭＭＣスーパーアロイ」という。平成２６年７月１日に「日立金属
ＭＭＣスーパーアロイ株式会社」に名称変更予定。）について、日立金属が７月１日
に増資を行う事業再編を実施する。   
 この事業再編により、日立金属の強固な経営基盤と、ＭＭＣスーパーアロイが有す
る航空機部材の技術及び豊富な知見を結集させることにより、今後益々世界的に発
展が見込まれる航空機・エネルギー分野の市場においてグローバルな競争に勝ち抜
くため国際競争力の強化を図り、新たな製品やサービス・ソリューションを提供するこ
とで顧客基盤の強化・拡大を図る。 

三菱マテリアル株式会社と日立金属株式会社の 
特定事業再編計画のポイント 

平成２６年６月２７日 

【新たな需要の相当程度の開拓】 
・統合しなければ不可能であった新商品・新サービスの提供により、その全売上高
に対する比率を平成２８年度までに３．４％以上とする。またこうした取組により外
国における売上高を拡大する。 

【計画の実施期間】 
・平成２６年７月～平成３６年６月 

登録免許税の 
軽減  

支援措置 

事業再編 
促進税制 



 

 
 

様式第二十七（第１８条関係） 

 

 認定特定事業再編計画の内容の公表 

 

１．認定をした年月日 

 平成26年6月27日 

 

２．認定事業者名 

 三菱マテリアル株式会社、日立金属株式会社 

 

３．認定特定事業再編計画の目標 

（１）特定事業再編に係る事業の目標 

三菱マテリアル株式会社（以下「三菱マテリアル」という。）及び日立金属株式会社

（以下「日立金属」という。）は、三菱マテリアルの完全子会社であるＭＭＣスーパーア

ロイ株式会社（以下「ＭＭＣスーパーアロイ」という。）について、三菱マテリアルの保

有するＭＭＣスーパーアロイの株式の一部を日立金属に譲渡するとともに、ＭＭＣスーパ

ーアロイによる日立金属に対する第三者割当の方法による募集株式の発行を行うことによ

り、日立金属がＭＭＣスーパーアロイの発行済株式の５１％に相当する株式を取得する取

引を実施することに合意した。 

この再編は、日立金属が永年培ってきた特殊鋼の強固な経営基盤の上に、ＭＭＣスーパ

ーアロイが有する航空機部材の豊富な実績及び技術力を併せ持つことにより、今後益々世

界的に発展が見込まれる航空機・エネルギー分野の市場においてグローバルな競争に勝ち

抜くことを目的とし、今後は、３社が一体となってＭＭＣスーパーアロイの事業運営を推

進し、さらなる国際競争力の強化を図るとともに、市場やお客様が期待する新たな製品や

サービス・ソリューションを提供し、顧客基盤の強化・拡大を図るものである。 

 

（２）生産性の向上を示す数値目標 

  計画の対象となる事業の生産性の向上としては、平成２８年度には平成２５年度に比べ

て、従業員１人当り付加価値額を２３％向上させることを目標とする。 

 

４．認定特定事業再編計画に係る特定事業再編の内容 

（１）特定事業再編に係る事業の内容 

①特定事業再編により行う事業  

航空機・産業用ガスタービン・自動車産業等の基幹産業向け特殊耐熱合金・耐蝕合

金・特殊銅合金・その他非鉄金属材料などの高機能製品の製造・販売 

＜組み合わせる経営資源の内容＞ 

・三菱マテリアル 

同社は、高い鍛造技術を有する超耐熱合金等に係る事業を切り出し、完全子会社とし

てＭＭＣスーパーアロイを新設分割し子会社として事業運営を行ってきたが、当該再編

により研究開発・技術開発等で支援・提供することでさらに競争力の強化を図っていく。 

・日立金属 

同社は、有する純度の高い鋼を生み出す製鋼技術と時代のニーズに答える材料技術・

材料開発力で鍛造等加工技術を提供し、合弁会社への金銭出資することで、航空機・エ

ネルギー分野の強化を図っていく。 

 

なお、当該特定事業再編計画による生産性の向上は当該事業分野における市場構造に

照らしても持続的なものと見込まれる。 

また、当該事業分野は過剰供給構造にはなく、さらに、一般消費者及び関連事業者の

利益を不当に害するおそれがあるものではない。 



 

 
 

 

②組み合わせる経営資源を一体的に活用する方策  

三菱マテリアルの完全子会社であるＭＭＣスーパーアロイは、日立金属を引受先とする

第三者割当増資を実施するとともに、日立金属は三菱マテリアルから株式の譲渡を受ける。

これにより、ＭＭＣスーパーアロイの出資比率を日立金属５１％、三菱マテリアル４９％

の合弁会社とすることで、２社が有する経営資源を組み合わせる。 

 

（事業構造の変更） 

    ・ＭＭＣスーパーアロイの出資の受入れ 

     （平成２６年７月１日に「日立金属ＭＭＣスーパーアロイ株式会社」に 

名称変更予定） 

     増資額：3616.8百万円（うち1808.4百万円を資本金へ組み入れ） 

        （募集株式の発行の引き受けによる取得株式数22,000株、35%相当） 

     増資前の資本金：2,000百万円 

     増資後の資本金：3808.4百万円 

     増資の方法：日立金属に対する第三者割当増資 

     増資予定日：平成２６年７月１日 

 

（経営支援） 

・三菱マテリアル 

ＭＭＣスーパーアロイの事業に必要な耐熱合金の溶解制御技術等の研究開発・

技術開発を支援する。 

    ・日立金属 

同社が有する純度の高い鋼を生み出す製鋼技術と、時代のニーズに答える材料

技術・材料開発力で鍛造等加工技術を提供し、合弁会社における製品の製造・販

売・研究に係る知見を有する役職員を派遣する。その他、決算や調達等に係るシ

ステムを提供し、ＭＭＣスーパーアロイの管理業務を支援する。 

なお、産業競争力強化法の事業再編の実施に関する指針（以下、「実施指

針」）四イ（１）で定める事項を計画期間中実施することとする。 

 

（新たな需要の相当程度の開拓 ） 

航空機需要は今後も堅調に推移する見通しであるところ、特に小型機・大型機向け

を問わずエンジンの低燃費化のための開発が進んでいる。現在、省エネ型エンジンへの

切替時期にあるため、今後、数年で大幅な需要増が見込まれる。 

ＭＭＣスーパーアロイの航空機エンジン部材での販路、実績に加え、今般の統合に

よる増資により、大型リングミル製造設備を新たに取得し、従来製造できなかった大型

の低圧タービンケース・燃焼器ケースを新商品として製造・販売することで、平成 28

年度において全売上高の 3.4%とすることを目標とする。 

また、こうした取組により平成 28 年度までに外国売上高比率を＋5.9 ポイントとす

ることで、「実施指針」四イ（４）（ⅱ）を満たすこととする。 

 

（２）特定事業再編を行う場所の住所 

東京都千代田区大手町一丁目３番２号 

三菱マテリアル株式会社 本社 

 

東京都港区芝浦１－２－１シーバンスＮ館 

日立金属株式会社 本社 

 

埼玉県桶川市上日出谷１２３０番地 

ＭＭＣスーパーアロイ株式会社 本社・桶川工場 



 

 
 

 

（３）特定会社に関する事項 

名称：ＭＭＣスーパーアロイ株式会社 

三菱マテリアルの完全子会社である同社が、日立金属からの出資を受け入れるため、

法２条第１２項第１号ニに該当する。 

特定事業再編を実施するための措置を実施した後の出資比率： 

日立金属が発行済株式総数の５１％を、三菱マテリアルが４９％を保有する。 

 

（４）特定事業再編を実施するための措置の内容 

 別表のとおり 

 

５．特定事業再編の開始時期及び終了時期 

開始時期：平成 26年 7月 

終了時期：平成 36年 6月 

 

６．特定事業再編に伴う労務に関する事項 

（１） 特定事業再編の開始時期の従業員数（平成２６年３月時点） 

三菱マテリアル   ４,２４７名 

日立金属      ６,３６２名 

ＭＭＣスーパーアロイ    ３４５名 

 

 

（２） 特定事業再編の終了時期（生産性の向上の目標年度終了時点）の従業員数 

三菱マテリアル   ４,５４０名 

日立金属      ５,８８３名 

ＭＭＣスーパーアロイ    ３５８名 

 

（３） 特定事業再編に充てる予定の従業員数 

三菱マテリアル   ４名 

日立金属      ４０名 

ＭＭＣスーパーアロイ ３５８名 

 

 

（４）（３）中、新規に採用される従業員数 

      ２２名 

 

（５）特定事業再編に伴い出向または解雇される従業員数 

出向予定人員数   －８名（三菱マテリアルへの出向戻り） 

転籍予定人員数   １６名 

解雇予定人員数   ０名 

 

７．特定事業再編に係る競争に関する事項 

特定事業再編により、三菱マテリアルの完全子会社であるＭＭＣスーパーアロイに

対して日立金属が出資をしても、競合する事業分野において、適正な競争は確保され

る。 

なお、本特定事業再編計画は公正取引委員会へ協議を行っており、本特定事業再編

計画に含まれる事業統合計画は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律上

の問題が無い旨の回答を得ている。 



 

 
 

別表 

 

特定事業再編の措置の内容 

措置事項 
 

実施する措置の内容及びその実施する時

期 
期待する支援措置 
 

法第２条第１２項第１号の要件   

 

ニ 当該二以上の事業者のい

ずれか一の事業者の完全子

会社が行う当該二以上の事

業者のうち他の事業者から

の出資の受入れ 

・ＭＭＣスーパーアロイの出資の受入れ  
① 出資者 

名称：日立金属株式会社 
住所：東京都港区芝浦１－２－１シーバンスＮ館 

代表者：代表執行役 執行役社長 髙橋 秀明 

   資本金：26,284百万円 
② 出資を受け入れる完全子会社 
   名称：ＭＭＣスーパーアロイ株式会社 

  （平成２６年７月１日に「日立金属ＭＭＣスーパー

アロイ株式会社」に名称変更予定） 
   住所：埼玉県桶川市上日出谷１２３０番地 
   代表者：取締役社長 岡 勉 
 
完全子会社（一の事業者がその設立の日から引き続き発

行株式の全部を有する株式会社）であることについて 
 設立日以降の株主 
名称：三菱マテリアル株式会社 

 住所：東京都千代田区大手町一丁目３番２号 
株主の有する株式の数：40,000株 
発行済株式総数：40,000株 

 資本金の額：2,000百万円 

 発行済株式総数及び資本金の額については、設立日以

降、計画申請直前まで変動なし。 
 
③ 出資財産の内容 
   第三者割当増資。 

   日立金属株式会社：金銭出資3,616,800,000円 

④ 増加する資本金：1,808,400,000円 

  （資本準備金1,808,400,000円） 

⑤ 増資予定日：平成２６年７月１日 
なお、当該構造変更は、事業再編実施指針四イ（２）

に規定するいずれにも該当するものではない。 

租税特別措置法第８０条第

１項第１号（認定事業再編

計画等に基づき行う登記の

税率の軽減） 
 
租税特別措置法（特定事業

再編投資損失準備金） 
 

法第２条第１２項第２号の要件   

 
法第２条第１１項第２号イに

よる外国における相当程度

の需要開拓 

合弁会社であるMMCスーパーアロイにおいて、従来製

造できなかった大型の低圧タービンケース・燃焼器ケー

スを新商品として製造・販売することで、平成28年度に

おいて全売上高の3.4%とすることを目標とする。 
また、こうした取組により平成28年度までに外国におけ

る売上高を伸ばすことで、「実施指針」四イ（４）（ⅱ）

を満たすこととする。 
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